
72 区税ガイドブック

その他

◆令和6年度から適用される特別区民税・都民税の主な税法改正

◆確定申告書第二表の書き方

〔参考例-確定申告書の第二表〕※確定申告書の種類により形式が異なりますが、項目は同じです。

　確定申告書を税務署へ提出される方は、第二表の下部の住民税・事業税に関する事項も
ご記入ください。記入がない場合は、住民税での適用ができませんのでご注意ください。

１　住民税の定額減税について
　令和６年度の住民税所得割の金額から、納税義務者の令和６年度の住民税に係る合計所得金額が1,805
万円以下の方について、本人と配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)１人につき１万円の減税を行い
ます。詳細は６７頁をご参照ください。

２　国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
　令和６年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として３０歳以上７０歳
未満の方が除外されることになりました。ただし、①留学により非居住になった方②障害者控除に該当する方
③扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円
以上受けていた方のいずれかに該当する方は扶養親族等の対象とすることができます。詳細は35、36頁を参
照してください。

3　上場株式等の譲渡所得と配当所得に係る課税方式の統一
　令和４年度税制改正により、令和６年度以降の上場株式等の譲渡所得と配当所得に係る課税方式について、
所得税と住民税において異なる課税方式を選択することが出来なくなりました。これにより、住民税上の扶養
控除等の適用だけでなく、各種行政サービスに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。

4　森林環境税の創設
　温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保
する観点から森林環境税が創設されました。森林環境税は令和６年度から国内に住所を有する個人に対して
課税される国税です。住民税均等割と併せて１人１,０００円が賦課徴収され、森林環境譲与税として各自治体
に譲与されます。

　同一生計配偶者がいる場合で、納税者の合計所得金額が1,000 万円を超えるときは、「同一」を〇で囲み、
別居の場合は「別居」も〇で囲んでください。

　16歳未満の扶養親族についてご記入ください。
　16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありませんが、住民税の非課税判定や各種福祉サービス等（児
童手当支給等）で必要になることがあります。35頁参照
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個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

年調

年調

年調

年調

国外居住

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

調整

調整

調整

調整

調整

住 民 税

明･大
昭･平 ・ ・

別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類
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社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料 

控 

除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉖)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉘)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉓）

配偶者

その他

○ 事業専従者に関する事項（57）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

一連
番号

法 項 号

（
令
和
五
年
分
以
降
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整
理
欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

令和

所得の種類 収 入 金 額 必要経費等 差 引 金 額

整理
番号

収 入 金 額 源泉徴収税額

他都道府県の事務所等

所得
金額

寡婦

死別
離婚

生死不明
未 帰 還

非 課 税 所 得 な ど 損益通算の特例適用前の
不 動 産 所 得

不動産所得から差し引いた
青 色 申 告 特 別 控 除 額

屋 号
住 所

氏 名
フリ ガナ

円

円円円

円

事業用資産の譲渡損失など

第
二
表

円

保 険 料 等 の 種 類 支払保険料等の計 うち年末調整等以外

新 生 命 保 険 料

旧 生 命 保 険 料

新個人年金保険料

旧個人年金保険料

介 護 医 療 保 険 料

円円

損害を受けた資産の種類など

・ ・
円円円

源泉徴収税額の合計額

種 目

ひとり親
勤労学生

年調以外かつ
専修学校等

障害者
特別
障害者

特例適用
条 文 等

非上場株式の
少額配当等

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

障 害 者

同一

16

16

16

16

国外障 特障

続柄氏 名 生 年 月 日

・ ・
明･大
昭･平

個 人 番 号

上記の配偶者・親族・事業専従者
のうち別居の者の氏名・住所

所得税で控除対象配偶者
な ど と し た 専 従 者

円

事業専従者の氏名 個 人 番 号 続柄 生 年 月 日 従事月数･程度･仕事の内容
円明･大

昭･平 ・ ・

年調

年調

年調

年調

年調

国外居住

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

円円

円円

調整

調整

調整

調整

調整

住 民 税

明･大
昭･平 ・ ・

別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

障 特障・ ・
明･大
昭･平･令 別居

非居住者
の 特 例

配当割額
控 除 額

株式等譲渡
所得割額控除額

寄附先の
名 称 等

寄附金
円

国外

障 害 者

障 特障

続柄 生 年 月 日
明･大
昭･平

個 人 番 号

寡婦・ ・
円

税理士署名・電話番号

（ － － ）

調整

所 得 税 及 び
復興特別所得税年分の の 申告書

○ 所得の内訳（所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額）
給与などの支払者の｢名称｣
及び｢法人番号又は所在地｣等

円 円

所得の種類
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社
会
保
険
料
控
除

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

⑬⑭

⑮
生
命
保
険
料
控
除

⑯
料 

控 

除

地
震
保
険

本人に関
する事項
（⑰～⑳）

○ 雑損控除に関する事項(㉖)
損 害 の 原 因 損 害 年 月 日

損害金額
保険金などで
補塡される
金 額

差引損失額の
うち災害関連
支出の金額

○ 寄附金控除に関する事項(㉘)

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉓）

配偶者

その他

○ 事業専従者に関する事項（57）
専従者給与(控除)額

○ 住民税・事業税に関する事項

住
民
税

事
業
税

円 円 円 円
特別徴収 自分で納付

都道府県､市区町村
への寄附

（特例控除対象）
円 円 円 円

退職所得のある配偶者・親族の氏名 退職所得を除く所得金額 その他 寡婦・ひとり親

ひとり親

月
日開始・廃止前年中の

開（廃）業
番
号

氏
名

住
所

氏
名

給
与

税理士法書面提出
30条 33条の2

○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項（⑪）

共同募金､日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

一連
番号

法 項 号

（
令
和
五
年
分
以
降
用
）
○
第
二
表
は
、
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
○
国
民
年
金
保
険
料
や
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
添
付
書
類
台
紙
な
ど
に
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

整
理
欄

申告
区分
特例適
用条文

申告等
年月日 年 月 日

条
の の

所得
種類
申告
期限 年 月 日

○ 配偶者や親族に関する事項（⑳～㉓）

8

7 7 7 7 7 7 7 7

8 9

6 6 6

9

○ 住民税・事業税に関する事項

そ
の
他

　主な給与の支払い元において、住民税の特別徴収をされている方で、他の所得（不動産、配当等）があり確定
申告される方が、他の所得分の住民税も主な給与からの特別徴収を希望されるときは「特別徴収」に○をつ
けてください。

　また、他の所得について、個人納付（普通徴収での納付）を希望されるときは、「自分で納付」に○をつけてく
ださい。

　確定申告をした寄附金控除を住民税で控除する場合は、該当する区分欄に寄附した金額をご記入くださ
い。寄附先によって、記載する区分欄が違います。44頁参照

　寄附をした団体等が寄附金税額控除の対象となっていることが必要です。
　世田谷区の条例で指定した団体は、世田谷区のホームページで確認できます。
　東京都の条例で指定した団体は、東京都へお問い合わせください。
　※確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例制度の適用は受けられません。
　　確定申告をして住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、必ずこの欄にご記入ください。

〔寄附金税額控除欄の記入例〕
　　・ふるさと納税分 　　　　　　　　　　　　　３自治体へ計100,000 円（A）
　　・日赤　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  5,000 円（B）
　　・世田谷区にある学校（都条例・区条例該当分）　20,000 円（C）
　　・千代田区にある学校（都条例のみ該当分）　　　10,000 円（D）

　別居の控除対象配偶者・扶養親族等の住所をご記入ください。

所得税で一定の理由に基づき配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税で青色事業専従者とする
場合、その方の氏名と給与の額をご記入ください。

100,000（A） 5,000（B） 30,000（C）＋（D） 20,000（C）
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そ
の
他

　少額配当を含んだ配当の総額をご記入ください。

　配当割額や株式等譲渡所得割額の特別徴収済みの住民税額をご記入ください。48頁参照

　主な給与の支払い元において、住民税の特別徴収をされている方で、他の所得（不動産、配当等）があり確定
申告される方が、他の所得分の住民税も主な給与からの特別徴収を希望されるときは「特別徴収」に○をつ
けてください。

　また、他の所得について、個人納付（普通徴収での納付）を希望されるときは、「自分で納付」に○をつけてく
ださい。

　確定申告をした寄附金控除を住民税で控除する場合は、該当する区分欄に寄附した金額をご記入くださ
い。寄附先によって、記載する区分欄が違います。44頁参照

　寄附をした団体等が寄附金税額控除の対象となっていることが必要です。
　世田谷区の条例で指定した団体は、世田谷区のホームページで確認できます。
　東京都の条例で指定した団体は、東京都へお問い合わせください。
　※確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例制度の適用は受けられません。
　　確定申告をして住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、必ずこの欄にご記入ください。

〔寄附金税額控除欄の記入例〕
　　・ふるさと納税分 　　　　　　　　　　　　　３自治体へ計100,000 円（A）
　　・日赤　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  5,000 円（B）
　　・世田谷区にある学校（都条例・区条例該当分）　20,000 円（C）
　　・千代田区にある学校（都条例のみ該当分）　　　10,000 円（D）

　別居の控除対象配偶者・扶養親族等の住所をご記入ください。

所得税で一定の理由に基づき配偶者控除や扶養控除の対象とした方を、住民税で青色事業専従者とする
場合、その方の氏名と給与の額をご記入ください。

100,000（A） 5,000（B） 30,000（C）＋（D） 20,000（C）

令和5年中に退職所得（所得税が源泉徴収されたものに限る。以下同じ。）のある配偶者又は親族等の退職
所得を除いた合計所得金額が48万円以下になる場合には、あなたが住民税の配偶者（特別）控除、扶養控
除等を受けることができます。その場合には、令和5年中に退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名・
マイナンバー（個人番号）・続柄・生年月日・令和5年分の退職所得を除いた合計所得金額を記入します。
・「障害者」に関する事項
　当該配偶者又は親族等が障害者控除（36頁参照）に該当する場合は、該当する箇所に〇を記入します。
・「その他」に関する事項
　令和5年中に退職所得のある配偶者（同一生計配偶者であって特別障害者である場合に限ります。）
　又は扶養親族（特別障害者である場合又は23歳未満である場合に限ります。）が、あなたの「配偶者控
除」、「扶養控除」又は「障害者控除」の対象とならない場合において、住民税の所得金額調整控除（22頁
参照）の適用を受ける場合に〇を記入します（例えば、あなたの給与等の収入金額が850万円を超え、特
別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっ
ている場合などが該当します。）。
　また、これに該当する場合には、マイナンバー（個人番号）の記入は不要です。
・「寡婦・ひとり親」に関する事項
　あなたが、次に該当する場合は、該当する欄に〇を記入します。
　寡婦・・・令和5年中に退職所得のある扶養親族がいることにより、あなたが寡婦に該当する場合
　ひとり親・・・令和5年中に退職所得のある子がいることにより、あなたがひとり親に該当する場合

7

8

9
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◆世田谷区への寄附金（ふるさと納税）に関するお問い合わせ先　　

◆世田谷区への寄附（ふるさと納税）の方法
インターネット
世田谷区 HP より、寄附ポータルサイトまたはオンライン手続きフォームにアク
セスしてお申し込み下さい。
決済方法：クレジットカード・マルチペイメント・納付書・銀行振込（振込手数料
がかかる場合があります）等

1

郵送
世田谷区のHPより、「寄附申出書（WORD形式）」をダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、下記担当までご郵送下さい。
決済方法：納付書・銀行振込（振込手数料がかかる場合があります）等

2

電話・ファクシミリ
下記担当までご連絡下さい。
決済方法：納付書・銀行振込（振込手数料がかかる場合があります）等

3

手続きは、以下の3つの
方法からお選び下さい。

世田谷区ホームページ
※随時更新しています。

担当：ふるさと納税対策担当課
〒154-8504　世田谷区世田谷4-21-27
電話：03-5432-2190　ファクシミリ：03-5432-3047

）照参頁74～44（。すまりなと象対除控の金税、も合場たしを附寄てし対に区谷田世が方の民区谷田世

ふるさと納税の全般的な内容について
世田谷区のホームページ「区へのふるさと納税のご案内」をご覧いただくか、

電話 03（5432）2190　FAX 03（5432）3047

○児童養護施設等を巣立つ若者の自立のために
児童相談支援課
児童養護施設や里親等のもとを巣立った若者の自立
を支える給付型奨学金、資格等取得支援、家賃支援に
役立てます。
○子育て支援のために
子ども・若者支援課
子ども・若者や子育てに関する支援等に役立てます。
○みどりを守り・増やすために
みどり政策課
公園緑地の用地取得及び整備や特別保護区の保全、羽
根木公園の梅林管理等に役立てます。
○福祉のために
保健福祉政策課
障害者や高齢者等の福祉のための活動支援などに役
立てます。
○市民活動のために
市民活動推進課
地域の課題解決等のためNPO等と区が協働して実施す
る事業（提案型協働事業）への助成に役立てます。
○文化・芸術振興のために
文化・国際課
地域の文化活動への支援や文化施設の改修・改築等
に役立てます。
○姉妹都市等との交流や地域の国際化の推進のために
文化・国際課
国際交流・協力、多文化共生を推進する事業等に役立
てます。
○学校教育のために
教育総務課
創造性のある人材育成や区立小・中学校の教育環境
の整備（校舎等の改築）に役立てます。

○地球温暖化防止のために
環境計画課
温室効果ガスを削減し、気候変動を食い止める施策等に
役立てます。
○スポーツ推進のために
スポーツ推進課
スポーツ施設の整備やスポーツ・レクリエーション活動へ
の支援等に役立てます。
○災害対策のために
災害対策課

　
○医療的ケア児とその家族のために
障害保健福祉課　
医療的ケア児の笑顔を支える取組みの推進に役立てま
す。
○新しい世田谷区役所・区民会館等の整備のために
庁舎管理担当課
様々な立場の人が快適で使いやすい施設とするための
整備費用等に幅広く役立てます。
○せたがや動物とともにいきるまちプロジェクト

地域にいる飼い主のいない猫に起因する様々なトラブル
を解決するための「地域ねこ活動」や、多頭飼育崩壊時の
緊急対応などに役立てます。
○区政全般のために
総務課
区政全般に役立てます。

世田谷保健所生活保健課

ふるさと納税対策担当課までお問い合わせください。

災害に強く、復元力を持つまちづくりを目指し、発災
後の応急対策や復旧のためだけでなく備蓄等の災害へ
の備えや体制整備にも役立てます。
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◆世田谷区への寄附金（ふるさと納税）に関するお問い合わせ先　　

◆世田谷区への寄附（ふるさと納税）の方法
インターネット
世田谷区 HP より、寄附ポータルサイトまたはオンライン手続きフォームにアク
セスしてお申し込み下さい。
決済方法：クレジットカード・マルチペイメント・納付書・銀行振込（振込手数料
がかかる場合があります）等

1

郵送
世田谷区のHPより、「寄附申出書（WORD形式）」をダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、下記担当までご郵送下さい。
決済方法：納付書・銀行振込（振込手数料がかかる場合があります）等

2

電話・ファクシミリ
下記担当までご連絡下さい。
決済方法：納付書・銀行振込（振込手数料がかかる場合があります）等

3

手続きは、以下の3つの
方法からお選び下さい。

世田谷区ホームページ
※随時更新しています。

担当：ふるさと納税対策担当課
〒154-8504　世田谷区世田谷4-21-27
電話：03-5432-2190　ファクシミリ：03-5432-3047

）照参頁74～44（。すまりなと象対除控の金税、も合場たしを附寄てし対に区谷田世が方の民区谷田世

ふるさと納税の全般的な内容について
世田谷区のホームページ「区へのふるさと納税のご案内」をご覧いただくか、

電話 03（5432）2190　FAX 03（5432）3047

○児童養護施設等を巣立つ若者の自立のために
児童相談支援課
児童養護施設や里親等のもとを巣立った若者の自立
を支える給付型奨学金、資格等取得支援、家賃支援に
役立てます。
○子育て支援のために
子ども・若者支援課
子ども・若者や子育てに関する支援等に役立てます。
○みどりを守り・増やすために
みどり政策課
公園緑地の用地取得及び整備や特別保護区の保全、羽
根木公園の梅林管理等に役立てます。
○福祉のために
保健福祉政策課
障害者や高齢者等の福祉のための活動支援などに役
立てます。
○市民活動のために
市民活動推進課
地域の課題解決等のためNPO等と区が協働して実施す
る事業（提案型協働事業）への助成に役立てます。
○文化・芸術振興のために
文化・国際課
地域の文化活動への支援や文化施設の改修・改築等
に役立てます。
○姉妹都市等との交流や地域の国際化の推進のために
文化・国際課
国際交流・協力、多文化共生を推進する事業等に役立
てます。
○学校教育のために
教育総務課
創造性のある人材育成や区立小・中学校の教育環境
の整備（校舎等の改築）に役立てます。

○地球温暖化防止のために
環境計画課
温室効果ガスを削減し、気候変動を食い止める施策等に
役立てます。
○スポーツ推進のために
スポーツ推進課
スポーツ施設の整備やスポーツ・レクリエーション活動へ
の支援等に役立てます。
○災害対策のために
災害対策課

　
○医療的ケア児とその家族のために
障害保健福祉課　
医療的ケア児の笑顔を支える取組みの推進に役立てま
す。
○新しい世田谷区役所・区民会館等の整備のために
庁舎管理担当課
様々な立場の人が快適で使いやすい施設とするための
整備費用等に幅広く役立てます。
○せたがや動物とともにいきるまちプロジェクト

地域にいる飼い主のいない猫に起因する様々なトラブル
を解決するための「地域ねこ活動」や、多頭飼育崩壊時の
緊急対応などに役立てます。
○区政全般のために
総務課
区政全般に役立てます。

世田谷保健所生活保健課

ふるさと納税対策担当課までお問い合わせください。

災害に強く、復元力を持つまちづくりを目指し、発災
後の応急対策や復旧のためだけでなく備蓄等の災害へ
の備えや体制整備にも役立てます。
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3.ｅＬＴＡＸについてのお問い合わせ
○ｅＬＴＡＸ全般に関するお問い合わせ
（ｅＬＴＡＸの概要、利用手順、操作方法、システム関連等）
　エルタックスヘルプデスク　
　・電話番号　（0570）081459
※IＰ電話や PHSの場合 03（5521）0019

　・受付時間 　９：００　～　１７：００
   ・休業日 　土曜日、日曜日、休祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
○世田谷区へのｅＬＴＡＸの利用開始届出（新規）時に「手続完了通知」のメールが届かない場合
　課税課管理係　電話番号　03（5432）2163　ＦＡＸ　03（5432）3037　
○ｅＬＴＡＸを利用して世田谷区へ提出した給与支払報告書等の追加・訂正・削除等について
　課税課事務調整係　電話番号　03（5432）2166　ＦＡＸ　管理係と同じ
○ｅＬＴＡＸを利用して世田谷区へ提出した給与所得者異動届出書等について
　課税課特別徴収係　電話番号　03（5432）2216　ＦＡＸ　管理係と同じ

◆事業主の方へ　　

　令和３年１月以降、前々年の税務署に提出すべき源泉徴収票が１００枚以上の事業所は、給与支払報告書
を、『ｅＬＴＡＸ（エルタックス）』(注 )または光ディスク等により提出することが義務となりました。また、
給与支払報告書等には、本人及び扶養親族のマイナンバー (個人番号 )の記入が義務付けられています。
　世田谷区では、個人情報保護の観点からも、住民税の申告手続き（給与支払報告書・異動届出書等の提出）
と税務署への源泉徴収票提出手続きの軽減を図るためにも、インターネット経由で電子申告ができるｅＬ
ＴＡＸのご利用を推奨しています。電子申告義務の対象ではない事業所におかれましても、是非ｅLTAX 
による電子申告等をご検討ください。
（注）全国の地方公共団体が共同で運営する地方税ポータルシステム。管理運営は地方税共同機構が行います。

①インターネットで簡単に手続きができる。
②利用届出は、主な提出先となる地方公共団体１か所だけで済む。
③複数の地方公共団体への申告および税務署への源泉徴収票提出が一度で送信できる。
　※給与・公的年金等支払報告書及び源泉徴収票をｅＬＴＡＸで提出することにより、給与・公的年金等
　支払報告書データは区市町村に、源泉徴収票データは税務署に自動的に振り分けて提出されます。

④ｅＬＴＡＸ用の無償ソフト（ＰＣdesk）で給与支払報告書が作成できる。
　※ＰＣdeskはｅＬＴＡＸホームページからダウンロードできます。

⑤市販の税務会計ソフト（ｅＬＴＡＸ対応ソフトに限る）で作成したデータを簡単に送信できる。

⑥「特別徴収税額決定通知書」を紙通知より早く、電子データで受け取ることができる。
⑦共通納税システムを利用し、複数の地方公共団体へ手数料無料で一括電子納税ができる。

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を利用した電子申告等について

送付事務の軽減
・送料削減

低コストで
導入可能

特別徴収事務
の迅速化

1.ｅＬＴＡＸご利用のメリット

そ
の
他

◆世田谷区への寄附金（ふるさと納税）に関するお問い合わせ先

◆世田谷区への寄附（ふるさと納税）の方法
インターネット
世田谷区 HP より、寄附ポータルサイトまたはオンライン手続きフォームにアク
セスしてお申し込み下さい。
決済方法：クレジットカード・マルチペイメント・納付書・銀行振込（振込手数料
がかかる場合があります）等

1

郵送
世田谷区のHPより、「寄附申出書（PDF／WORD形式）」をダウンロードし、必要
事項をご記入の上、下記担当までご郵送下さい。
決済方法：納付書・銀行振込（振込手数料がかかる場合があります）等

2

電話・ファクシミリ
下記担当までご連絡下さい。
決済方法：納付書・銀行振込（振込手数料がかかる場合があります）等

3

世田谷区ホームページ
※随時更新しています。

担当：経営改革・官民連携担当課　ふるさと納税対策担当
〒154-8504　世田谷区世田谷4-21-27
電話：03-5432-2190　ファクシミリ：03-5432-3047

金税、も合場たしを附寄てし対に区谷田世が方の民区谷田世

ふるさと納税の全般的な内容について
世田谷区のホームページ「区へのふるさと納税のご案内」をご覧いただくか、
経営改革・官民連携担当課 ふるさと納税対策担当までお問い合わせください。

電話 03（5432）2190　FAX 03（5432）3047

○児童養護施設等を巣立つ若者の進学のために
児童相談支援課
大学等に進学・通学する際の学費等の一部として役立
てます。
○子育て支援のために
子ども・若者支援課
子ども・若者や子育てに関する支援等に役立てます。
○みどりを守り・増やすために
みどり政策課
公園緑地の用地取得及び整備や特別保護区の保全、羽
根木公園の梅林管理等に役立てます。
○福祉のために
保健福祉政策課
障害者や高齢者等の福祉のための活動支援などに役
立てます。
○市民活動のために
市民活動推進課
地域の課題解決等のためNPO等と区が協働して実施す
る事業（提案型協働事業）への助成に役立てます。
○文化・芸術振興のために
文化・国際課
地域の文化活動やアーティスト等を支援する事業など
に役立てます。
○姉妹都市等との交流や地域の国際化の推進のために
文化・国際課
国際交流・協力及び多文化共生の推進等に役立てます。
○学校教育のために
教育総務課
創造性のある人材育成や区立小・中学校の教育環境
の整備（校舎等の改築）に役立てます。

○地球温暖化防止のために
環境計画課
CO2排出量を削減し、気候変動を食い止める施策等に
役立てます。
○スポーツ推進のために
スポーツ推進課
スポーツ施設の整備やスポーツ・レクリエーション活動へ
の支援等に役立てます。
○災害対策のために
災害対策課
災害対策基金へ積み立て、災害時の円滑な応急対策や復
旧のために役立てます。
○医療的ケア児とその家族のために
障害保健福祉課　
医療的ケア児の笑顔を支える取組みの推進に役立てま
す。
○新しい世田谷区役所・区民会館等の整備に
庁舎管理担当課
あらゆる危機に立ち向かい、区民の生活を支える施設
にするための整備費用として幅広く活用します。
○新型コロナウイルス対策のために
経営改革・官民連携担当課
PCR検査や抗原定性検査をはじめ、区の設置する酸素
療養ステーションや医療機関への支援に役立てます。
○区政全般のために
総務課
区政全般に役立てます。

令和5年10月16日からたばこ税・入湯税の申告・納付・税目共通の手続きが可能になりました。
詳しくはeLTAXホームページをご参照ください。

電子申告

電子申請 特別徴収義務者の所在地名称変更届出
電子納税 個人住民税（特別徴収分・退職所得分）※共通納税システムの利用

退職所得に係る納入申告、特別徴収票等
給与所得の源泉徴収票（税務署への提出分）

普通徴収から特別徴収への切替申請
給与所得者異動届出
給与支払報告

2.ｅＬＴＡＸでご利用可能な手続き
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◆マイナンバー制度

１．マイナンバー制度とは
　住民票のある方に1人1つのマイナンバー（個人番号）を付番し、活用することにより、国や区などの機
関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」と確認できるため、社会保障・税・災害対策の分野
で、申請時の負担軽減や、行政事務の効率化・迅速化、各種手当等の重複支給の防止等を図ることが
できるものです。

２．税申告等における主な留意点

　個人の方･･･
●平成29年度（平成28年分）以降の確定申告や特別区民税・都民税の申告の際に、本人及び扶養親族
　等のマイナンバー（個人番号）の記載が必要です。
●給与等の支払を受けた場合、給与支払者等にマイナンバー（個人番号）を提供する必要があります。
　

　事業者の方･･･
● 平成29年度（平成28年分）以降の支払調書等、税務関係の申告書等に、支払を受ける本人及び扶養
　親族等のマイナンバー（個人番号）を記載する必要があります。併せて、支払者の法人番号または個
　人番号（個人事業主の方）も記載していただきます。
●税務関係書類の様式が変更されました。

窓口等で税申告や各種手続きを行う際には、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知
カードと本人確認書類（運転免許証、パスポート、健康保険証等）をご提示いただきます。
※通知カードは令和２年５月に廃止されました。住民票の記載事項と相違ない場合に限り、
マイナンバー証明書類として利用できます。

※詳しくは、区のホームページのマイナンバー制度のページをご覧ください。

３．お問い合わせ先
● 住民税申告における変更点については・・・課税課･･･78頁参照
● マイナンバー制度の一般的なお問い合わせは
・・・マイナンバー総合フリーダイヤル（国）（電話：0120（95）0178）
・・・世田谷区マイナンバー制度コールセンター（電話：03(3570)5031）
・・・マイナンバー担当課（電話：03（6413）0952）

マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を
　マイナンバーの通知や利用手続き等で、自治体の職員が口座番号、所得や資産の状況などを
聞くことはありません。不審な電話や訪問には応じないでください。

！

国税庁のホームページをご確認ください。
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窓口等で税申告や各種手続きを行う際には、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知
カードと本人確認書類（運転免許証、パスポート、健康保険証等）をご提示いただきます。
※通知カードは令和２年５月に廃止されました。住民票の記載事項と相違ない場合に限り、
マイナンバー証明書類として利用できます。

※詳しくは、区のホームページのマイナンバー制度のページをご覧ください。

３．お問い合わせ先
● 住民税申告における変更点については・・・課税課･･･78頁参照
● マイナンバー制度の一般的なお問い合わせは
・・・マイナンバー総合フリーダイヤル（国）（電話：0120（95）0178）
・・・世田谷区マイナンバー制度コールセンター（電話：03(3570)5031）
・・・マイナンバー担当課（電話：03（6413）0952）

マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を
　マイナンバーの通知や利用手続き等で、自治体の職員が口座番号、所得や資産の状況などを
聞くことはありません。不審な電話や訪問には応じないでください。

！

国税庁のホームページをご確認ください。

◆特殊詐欺などの被害に遭わないために

　特殊詐欺には「おれだよ、おれ」、「○○だけど」などと、息子や孫を装ったオレオレ詐欺の
他にも、還付金詐欺など様々な手口があります。

　区役所や税務署等の官公署を名乗り、「還付金があります」
等と言い、「期限が過ぎていますが、銀行で手続きができま
す」、「お近くのATMについたら、電話してください」等と言っ
て、 ATMまで行くよう指示し、電話で指示された操作をする
とお金をだまし取られます。
　還付金の手続きは、ATMではできません。ATMへ誘う電話
は詐欺です。すぐに電話を切って、最寄りの警察署に連絡して
ください。

　また、警察官、デパートの店員、銀行協会等の職員などをかたり、「あな
たの口座の情報が漏れている」「あなたのカードで買い物をした人がい
る」「新しいカードに変更する必要がある」などと電話をかけてきて、言葉
巧みに暗証番号を聞き出し、カードを騙し取り、お金を引き出す手口も増
えています。

　特殊詐欺は、一度撃退しても、また電話がくることもあります。次のことに気を付けま
しょう。
 電話では、相手に対して自分も含め家族の名前等の個人情報は言わない。
 相手から電話番号を伝えられても、必ず「せたがや便利帳」等で官公署の電話番号かど
うか再度確認する。
 他人には絶対にカードを渡したり暗証番号を教えたりしない。
 留守番電話機能をセットしておき、相手を確認してから電話に出る。

不審だなと感じたら、
家族への確認や最寄の警察署へ相談してください。

世田谷警察署　03（3418）0110　　　北沢警察署　03（3324）0110
玉川警察署　　03（3705）0110　　　成城警察署　03（3482）0110
世田谷区危機管理部地域生活安全課　　03-5432-2267
世田谷区特殊詐欺相談ホットライン　　03-5432-2121（平日9：00-17:00）
※世田谷区外にお住まいの方は、お住まいの地域の警察署へご相談ください。

関係機関 そ
の
他
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● 他人には絶対にカードを渡したり暗証番号を教えたりしない。
● 留守番電話機能をセットしておき、相手を確認してから電話に出る。
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家族への確認や最寄の警察署へ相談してください。
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　還付金詐欺とは区役所や税務署等の官公署を名乗り、「還
付金があります」「期限が過ぎていますが、銀行で手続き
ができます」、「お近くのATMについたら、電話してくださ
い」等と言って、ATMまで行くよう指示し、電話で指示した操
作をさせることでお金をだまし取る手口です。
　還付金の手続きは、ATMではできません。ATMへ誘う電話
は詐欺です。すぐに電話を切って、最寄りの警察署に連絡して
ください。

● 区で無料貸出しをしている自動通話録音機を活用して
 犯人からの電話を遮断する。




